
区 分 研 修 内 容

基礎編

【前期】
11,12月
（予定）

１回目（区部） ２回目（市部）

対 象 保護司、民間支援団体、東京都・区市町村職員 など

講 座・
意見交換会

再犯防止に関する基礎知識
〔講師案〕矯正管区、保護観察所、保護司、民間支援団体

見 学 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所（法務少年支援センター）等の矯正施設を想定

応用編

【後期】
１,２月
（予定）

１回目（区部） ２回目（市部）

対 象 保護司、民間支援団体、東京都・区市町村職員 など

講 座・
意見交換会

〇〇〇〇について（※）
〔講師案〕〇〇〇〇

見 学 講座・意見交換会のテーマに関連のある施設を想定

●ＮＰＯ法人等の民間支援団体や、地域で活動する保護司、民生・児童委員等に対し、再犯防止に関する知識の習得や
支援者同士のネットワークの構築を図るための研修を実施する。
●東京都及び区市町村職員にも呼びかけ、自治体内の連携により再犯防止を進めるための基礎的な知識・情報の共有を図る。
●基礎編と応用編に分けて開催し、これから再犯防止に関わる者と、既に経験がある者の双方が参加しやすい研修とする。
●座学と施設見学を同日・同一施設において行う。（１回当たりの参加人数は30～40人程度を想定）

（令和２年５月現在）

協議事項２ 再犯防止に関する研修会について

※応用編 講座・意見交換会テーマの事務局案・・・就労支援、発達障害、薬物依存、高齢者、女子特有の問題、など

⇒これらに捉われず、ご希望のテーマを意見書にご記入下さい。



【参考】令和元年度の取組

概要

非行少年や非行歴を有する若者の支援等についての研修会を実施（年１回）

対象・参加者

民間支援団体の職員、保護司、民生・児童委員、弁護士等地域で活躍している支援者

公的機関の職員（更生保護、福祉、保健・医療、就労、教育、警察）等

実施内容

第１部 東京都再犯防止推進計画の策定について

第２部 支援機関等による取組紹介・パネルディスカッション

認定ＮＰＯ法人育て上げネット、法務省 東京西法務少年支援センター、

株式会社拓実建設（協力雇用主）

第３部 情報交換会（グループワーク）

実施結果

参加者から、「協力雇用主の方の話は具体的で、生の話が伺えてよかった。」
「色々な活動をされている方の話を伺うことができ、有意義だった。」「支援者から
の本気のメッセージが当事者に伝わることがいかに大切か実感した。」「対象者に対
して長期間の支援が必要だと感じた。」など多くの感想をいただいた。

⇒令和２年度は、少年に加え、成人に対する支援についても研修対象とする予定


